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【年通号数】公開・登録公報2007-025
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年12月8日(2009.12.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エネルギー源および基材チューブを備え、基材チューブが、ガラス形成前駆体を供給す
るための供給側と、基材チューブの内部に堆積されなかった構成物質を排出するための排
出側とを備え、前記エネルギー源が、供給側の反転点と排出側の反転点の間で基材チュー
ブの長さに沿って運動可能である、内付け気相蒸着プロセスを用いて光プリフォームを製
造するための装置であって、排出側で、挿入チューブが基材チューブの内部に存在し、挿
入チューブの外径および形状が、基材チューブの内径および形状に実質上一致し、かつ挿
入チューブが、基材チューブを超えて延びていることを特徴とする、装置。
【請求項２】
　基材チューブが、排出側に排出チューブを備え、排出チューブが、挿入チューブを締ま
り嵌めで包囲するように構成されていることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　挿入チューブが、供給側の方向に、供給側の反転点と排出側の反転点の間の領域内のあ
る位置まで延びていることを特徴とする、請求項１および２の一方または両方の項のいず
れかに記載の装置。
【請求項４】
　排出チューブが、供給側の方向に、供給側の反転点と排出側の反転点の間の領域内のあ
る位置まで延びていることを特徴とする、請求項１から３のいずれか一項または複数の項
に記載の装置。
【請求項５】
　挿入チューブが、供給側の方向に排出チューブよりもさらに延びていることを特徴とす
る、請求項１から４のいずれか一項または複数の項に記載の装置。
【請求項６】
　２つの反転点の間の区画の外側の領域内の排出チューブの内径が、基材チューブの内径
よりも大きく、基材チューブの直径から排出チューブの直径への移行が徐々に行われるこ
とを特徴とする、請求項１から５のいずれか一項または複数の項に記載の装置。
【請求項７】
　基材チューブが、供給側に供給チューブを備えることを特徴とする、請求項１から６の
いずれか一項または複数の項に記載の装置。
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【請求項８】
　供給チューブが、排出側の方向に、供給側の反転点と排出側の反転点の間の領域内で延
びていることを特徴とする、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　挿入チューブが、供給チューブの内部に配置されていることを特徴とする、請求項７か
ら８の一方または両方の項のいずれかに記載の装置。
【請求項１０】
　挿入チューブの外径および形状が、供給チューブの内径および形状に実質上一致してい
ることを特徴とする、請求項７から９のいずれか一項または複数の項に記載の装置。
【請求項１１】
　基材チューブの供給側の挿入チューブが、排出側の方向に供給チューブよりもさらに延
びていることを特徴とする、請求項７から１０のいずれか一項または複数の項に記載の装
置。
【請求項１２】
　供給チューブの内径が、基材チューブの内径と実質上同一であることを特徴とする、請
求項７から１１のいずれか一項または複数の項に記載の装置。
【請求項１３】
　当該チューブの内部に堆積されなかった固体の構成物質を掻き取るための要素が、排出
チューブ、基材チューブおよび／または挿入チューブの内部に存在し、それぞれが排出側
に位置され、要素が当該チューブの内部と接触することを特徴とする、請求項１から１２
のいずれか一項または複数の項に記載の装置。
【請求項１４】
　ガラス形成前駆体が、基材チューブの供給側に供給され、ガラス層が、エネルギー源を
使用することによって基材チューブの内部に堆積され、エネルギー源が、供給側の反転点
と排出側の反転点の間で基材チューブの長さに沿って運動可能であり、基材チューブの内
部に堆積されなかった構成物質が、その排出側で基材チューブの内部から排出される、内
付け気相蒸着プロセスを用いて光プリフォームを製造するための方法であって、ガラス形
成前駆体が基材チューブの内部に供給される前に、挿入チューブが、基材チューブの排出
側で、基材チューブの内部に配置され、挿入チューブの外径および形状が、基材チューブ
の内径および形状に実質上一致し、かつ挿入チューブが基材チューブの外側に延びている
ことを特徴とする、方法。
【請求項１５】
　基材チューブは排出チューブも備え、排出チューブが、挿入チューブを締まり嵌めで包
囲するように構成されていることを特徴とする、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　ガラス形成前駆体が基材チューブの内部に供給される前に、供給チューブが、基材チュ
ーブの供給側で、基材チューブの内部に配置されることを特徴とする、請求項１４から１
５のいずれか一項または複数の項に記載の方法。
【請求項１７】
　供給チューブが、挿入チューブを備え、挿入チューブの外径および形状が、基材チュー
ブの内径および形状に実質上一致することを特徴とする、請求項１６に記載の方法。
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